
 

＜概要＞
  原子力発電所の設置計画に当たって、電気事業者は原子力発電所の立地点を選定し、環境影響

評価方法書等の書類を経済産業省に提出して環境審査を受ける。環境審査の結果は総合資源エネ
ルギー調査会電源開発分科会において審議され、当該知事の同意を前提に立地点として決定さ
れ、「重要な電源開発に係る地点の指定」に組み入れられる。これを受けて電気事業者は「原子
炉設置許可申請」を経済産業省に提出し審議される（一次審査）。さらにこの審査結果について
原子力安全委員会および原子力委員会で再審議（二次審査）し、経済産業大臣に答申する。経済
産業大臣は文部科学大臣の同意を得て原子炉設置を許可する。その後電気事業者は「設計および
工事の方法の認可」を経済産業大臣に提出し、認可を得て工事を開始する。工事の工程毎に経済
産業省による検査を受け、最後に使用前検査に合格して、営業運転を開始する。

 

（注）東北地方太平洋沖地震（2011年3月11日）に伴う福島第一原発事故を契機に原子力安全規
制の体制が抜本的に改革され、新たな規制行政組織として原子力規制委員会が2012年9月19日に
発足した。上記事故を受けて原子力政策の転換が行われつつあり、原子力発電所の建設に関する
動向は不透明な状況にあるが、従来の手続きは全面的に改訂し、原子力規制委員会が一元的に対
応していくことが決まっている。なお、原子力安全委員会は上記の規制組織改革に伴って廃止さ
れた。
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＜本文＞
  図１に原子力発電所の立地点選定段階から運転段階までの手続きおよび図２に原子力発電所の

立地から運転までの法律上の手続きを示す。
  以下、原子力発電所の立地点環境審査、原子炉設置許可の申請、安全審査および工事着工の手

続きに関して述べる。
 １．原子力発電所の立地点環境審査と第一次公開ヒアリング

  原子力発電所の立地に関して、原子炉設置許可（安全審査）を申請する前に、その発電所の建
設、運転に伴う環境への影響を調査・評価する必要がある。環境影響は発電所の安全性も含め
て、その他産業への影響、住民の生活に及ぼす影響、景観からレクリエーション等に及ぼす影響
等について、電気事業者は広い視野からの影響を調査する。 図３に原子力発電所立地点に関する
環境影響評価の手続きを示す。

  経済産業省は電気事業法第46条の規定に基づき事業者から提出された環境影響評価方法書（方
法書）の審査、環境影響評価準備書（準備書）の審査、環境影響評価書（評価書）の審査および
環境影響評価に際し必要な技術手法等の検討（これらを環境審査と総称している）を環境審査顧
問会の助言を得て行っている。表１に環境影響評価準備書および環境影響評価書の審査指針（概
要）を示す。

  経済産業省は、環境審査の途中、公開ヒアリングを開催する（第一次公開ヒアリング）。第一
次公開ヒアリングでは、陳述人は立地問題について意見を表明し、これに電気事業者が回答する
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形式で行われる。陳述人とは、地元住民であって意見の概要を記した文書を添えて経済産業省に
届出をした者のうち経済産業省が指定した者である。陳述人の意見・要望は関係行政に反映また
は参酌されることになる。経済産業省は審査結果を「環境審査報告書」としてまとめ、関係省庁
および地方自治体間と協議し、経済産業省の諮問機関である総合資源エネルギー調査会電源開発
分科会（旧・電源開発調整審議会）に上程する。立地点決定は当該都道府県知事の建設同意が一
つの条件となっており、この分科会で審議決定されると、「重要な電源開発に係る地点の指定」
に組み入れられ公表され、発電所の立地点が決定する。この時点（「着手」と云うことがある）
から「建設準備中」の発電所として扱われる。
２．原子炉設置許可の申請、安全審査と第二次公開ヒアリング
 原子力発電所の立地点の決定を受けた後、電気事業者は経済産業大臣に「原子炉設置許可」の
申請を行う（原子炉設置許可申請書の提出）。行政庁である経済産業省は「発電用軽水型原子炉
施設に関する安全設計審査指針」、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」、「発電用
軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評
価指針」など安全設計と安全評価の安全審査指針に基づき安全審査を進める（行政庁による安全
審査を一次審査という）。経済産業省の審査結果はさらに原子力安全委員会および原子力委員会
において再審査される（二次審査）。この間、原子力安全委員会は第二次公開ヒアリングを開催
する。この公開ヒアリングの目的は、二次審査に当たり当該原子炉施設特有の安全性について地
元住民などの疑問・意見を聴取してこれを参酌することにある。第二次公開ヒアリングは地元の
協力を得つつ原則として地元市町村において行われる。このように原子力発電所の安全性につい
ては、一次審査と二次審査によるダブルチェック体制により十分に審査される。経済産業大臣は
ダブルチェックの安全審査を終了後、文部科学大臣の同意を得て、原子炉設置を許可する。
３．原子力発電所の工事着工の手続き
 電気事業者は、原子炉設置許可の取得後、「設計および工事の方法の認可」（工事計画の認
可）を経済産業大臣に申請する。この工事計画は、経済産業省令で定める技術基準に適合してい
ること、電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること、の条件を満たす場合に
認可される。原子力発電所はこの認可の後「着工」となり、この時点から「建設中」の発電所と
して扱われる。着工後は主任技術者（電気主任技術者など）の選任、溶接検査、使用前検査、燃
料体検査、原子炉主任技術者の選任、保安規定の届出等を経て、工事が進められる。表２に使用
前検査の内容を示す。使用前検査は、工事計画の認可を受けた電気工作物について認可を受けた
工事計画に従って工事が行なわれ、その電気工作物が経済産業省令で定めた技術基準に適合して
いることを確認するためのもので、工事の工程毎に電気事業法施行規則第69条１号のイ項からホ
項の順で行われる。最後のホ項「使用前検査」は工事の計画に係るすべての工事が完了した時に
行なわれる発電所の総合的な機能・性能の確認のための検査であり、この検査の合格をもって発
電所の営業運転開始となる。この時点から「運転中」の発電所として扱われる。
（前回更新：2004年2月）
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公開ヒアリング (11-01-01-03)
自治体と原子力事業所との安全協定 (11-01-05-01)
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